
四日市市訓令第３号 

                               庁 中 一 般 

                               各  公  所 

四日市市組織機構の改編に伴う整備規程を次のように定める。 

  平成２８年３月３１日 

                      四日市市長  田 中 俊 行   

 

   四日市市組織機構の改編に伴う整備規程 

 （四日市市役所処務規程の一部改正） 

第１条 四日市市役所処務規程（昭和２２年四日市市規程第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

改正後 改正前 

第１条 四日市市事務分掌条例（昭和３

２年四日市市条例第１０号。以下「条

例」という。）第１条に規定する部に

次の課、室及び園並びに係を置く。 

第１条 四日市市事務分掌条例（昭和３

２年四日市市条例第１０号。以下「条

例」という。）第１条に規定する部に

次の課、室及び園並びに係を置く。 

政策推進部 （略） 政策推進部 （略） 

総務部 （略） 総務部 （略） 

財政経営部 （略） 財政経営部 （略） 

市民文化部 （略） 市民文化部 （略） 

健康福祉部 （略） 健康福祉部 （略） 

こども未来部 （略） こども未来部 （略） 

商工農水部 商工農水部 

商工課 勤労係、商業振興係、工業

振興係 

商業勤労課 

観光・シティプロモーション課 企

画係、事業係 

観光推進課 

 工業振興課 

農水振興課 農水政策係、農水畜産

係、基盤整備係 

農水振興課 農水政策係、農水畜産

係、基盤整備係 



けいりん事業課 けいりん事業課 

環境部 環境部 

環境保全課 環境調整係、大気水質

係、公害保健係 

環境保全課 環境調整係、大気水質

係、公害保健係 

生活環境課 管理係、施設係、リサ

イクル係 

生活環境課 管理係、リサイクル係 

 新ごみ処理施設整備課 

都市整備部 都市整備部 

都市計画課 都市計画課 

建築指導課 建築調整係、建築安全

係、許可認定係、建築確認係 

建築指導課 建築調整係、建築安全

係、許可認定係、建築確認係 

開発審査課 開発審査課 

道路整備課 企画・建設係、改良

係、維持第１係、維持第２係 

道路整備課 企画・建設係、改良

係、維持係 

市街地整備・公園課 整備係、区画

整理係、公園係 

市街地整備・公園課 整備係、区画

整理係、公園係 

河川排水課 管理係、整備係 河川排水課 管理係、整備係 

道路管理課 管理係、交通安全係 道路管理課 管理係、交通安全係 

用地課 用地係、境界係 用地課 用地係、境界係 

営繕工務課 営繕第１係、営繕第２

係、設備係 

営繕工務課 営繕第１係、営繕第２

係、設備係 

市営住宅課 管理係、住宅係 市営住宅課 管理係、住宅係 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 第２条及び前項に定めるもののほ

か、次に掲げる職を設け、その職務を

定める。 

２ 第２条及び前項に定めるもののほ

か、次に掲げる職を設け、その職務を

定める。 

職 職を設け

る部課等 

職務権限 

 （略） 

職 職を設け

る部課等 

職務権限 

 （略） 



事業調

整監 

必要な課

に限る。 

上司の命を受け

て事業の調整そ

の他特定の事務

を処理する。 

法務専

門監 

総務部総

務課 

上司の命を受け

て法務その他特

定の事務を処理

する。 

副参事 必要な課

に限る。 

上司の命を受け

て特定の事務を

処理する。 

 （略） 
 

事業調

整監 

必要な課

に限る。 

上司の命を受け

て事業の調整そ

の他特定の事務

を処理する。 

 

 

 

 

  

副参事 必要な課

に限る。 

上司の命を受け

て特定の事務を

処理する。 

 （略） 
 

３から５まで （略） ３から５まで （略） 

  

第９条 課及び係の事務分掌は、おおむ

ね次のとおりとする。 

第９条 課及び係の事務分掌は、おおむ

ね次のとおりとする。 

危機管理室 （略） 危機管理室 （略） 

政策推進部 （略） 政策推進部 （略） 

総務部 総務部 

総務課 総務課 

行政係 （略） 行政係 （略） 

法務係 法務係 

(1)から(8)まで （略） (1)から(8)まで （略） 

(9) 行政不服審査会に関するこ

と。 

 

(10) （略） (9) （略） 

人事課 （略） 人事課 （略） 

調達契約課 （略） 調達契約課 （略） 

検査室 （略） 検査室 （略） 

IT推進課 （略） IT推進課 （略） 

人権・同和政策課 （略） 人権・同和政策課 （略） 



人権センター （略） 人権センター （略） 

財政経営部 （略） 財政経営部 （略） 

市民文化部 市民文化部 

市民生活課 市民生活課 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 地縁団体の認可及び地縁団

体との連絡調整に関するこ

と。 

(2) 地縁団体との連絡調整に関

すること。 

(3) 地域活動の振興及び地域振

興に関する地区市民センター

業務の調整に関すること。 

(3) 地域振興に関する地区市民

センター業務の調整に関する

こと。 

(4)から(6)まで （略） (4)から(6)まで （略） 

(7) 市民交流会館に関するこ

と。 

 

(8) 橋北交流施設に関するこ

と。 

 

(9) （略） (7) （略） 

(10) （略） (8) （略） 

(11) （略） (9) （略） 

(12) （略） (10) （略） 

(13) （略） (11) （略） 

(14) （略） (12) （略） 

(15) （略） (13) （略） 

(16) （略） (14) （略） 

(17) （略） (15) （略） 

(18) （略） (16) （略） 

市民協働安全課 市民協働安全課 

(1) 市民協働及び市民活動の促

進に関すること。 

(1) 市民協働に関すること。 

 (2) 地域活動の振興に関するこ

と。 

 (3) 地縁団体の認可に関するこ



と。 

(2) （略） (4) （略） 

 (5) 市民交流会館に関するこ

と。 

(3) （略） (6) （略） 

(4) （略） (7) （略） 

(5) （略） (8) （略） 

(6) （略） (9) （略） 

(7) （略） (10) （略） 

(8) （略） (11) （略） 

文化振興課 文化振興課 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

(4) 三浜文化会館に関するこ

と。 

 

(5) （略） (4) （略） 

(6) （略） (5) （略） 

(7) （略） (6) （略） 

(8) （略） (7) （略） 

(9) 市民大学及び熟年大学に関

すること。 

(8) 市民大学に関すること。 

(10) （略） (9) （略） 

(11) （略） (10) （略） 

男女共同参画課 （略） 男女共同参画課 （略） 

市民課 （略） 市民課 （略） 

健康福祉部 （略） 健康福祉部 （略） 

こども未来部 （略） こども未来部 （略） 

商工農水部 商工農水部 

 商業勤労課 

 (1) 商業動向の調査研究及び施

策の企画立案に関すること。 

 (2) 大規模小売店舗の立地に関

すること。 



 (3) 商店街振興等に関するこ

と。 

 (4) 商業の近代化及び高度化に

関すること。 

 (5) 産品の流通及び振興に関す

ること。 

 (6) 商業関係諸団体に関するこ

と。 

 (7) 中小企業者に対する融資の

相談に関すること。 

 (8) すわ公園交流館に関するこ

と。 

 (9) 労働事情の調査研究及び施

策の企画立案に関すること。 

 (10) 雇用及び就労に関するこ

と。 

 (11) 勤労者の福祉厚生に関する

こと。 

 (12) 労働関係団体等との連絡調

整に関すること。 

 (13) 勤労者・市民交流センター

に関すること。 

 (14) 部の事務事業の調整に関す

ること。 

 (15) 部及び課の庶務に関するこ

と。 

商工課  

 勤労係  

(1) 労働事情の調査研究及び施

策の企画立案に関すること。 

 

(2) 雇用及び就労に関するこ

と。 

 



(3) 勤労者の福祉厚生に関する

こと。 

 

(4) 労働関係団体等との連絡調

整に関すること。 

 

(5) 勤労者・市民交流センター

に関すること。 

 

(6) 部の事務事業の調整に関す

ること。 

 

(7) 部及び課の庶務に関するこ

と。 

 

   商業振興係  

(1) 商業動向の調査研究及び施

策の企画立案に関すること。 

 

(2) 大規模小売店舗の立地に関

すること。 

 

(3) 商店街振興等に関するこ

と。 

 

(4) 商業の近代化及び高度化に

関すること。 

 

(5) 商業関係諸団体に関するこ

と。 

 

(6) 創業支援に関すること。  

(7) 中小企業者に対する融資の

相談に関すること。 

 

(8) すわ公園交流館に関するこ

と。 

 

   工業振興係  

(1) 工業動向の調査研究及び施

策の企画立案に関すること。 

 

(2) 企業及び研究所の誘致及び

立地に関すること。 

 

(3) 新規産業の創出に関するこ  



と。 

(4) 工業の近代化及び高度化に

関すること。 

 

(5) 工業関係諸団体に関するこ

と。 

 

(6) 中小企業振興基金に関する

こと。 

 

(7) 地場産業の振興及び育成に

関すること。 

 

(8) 貿易関係諸団体に関するこ

と。 

 

(9) 鈴鹿山麓リサーチパークに

関すること。 

 

観光・シティプロモーション課 観光推進課 

 (1) 観光振興の調査研究及び施

策の企画立案に関すること。 

 (2) 観光資源の創出、保護及び

振興に関すること。 

 (3) 宮妻峡ヒュッテに関するこ

と。 

 (4) まつり、花火大会等観光事

業の実施に関すること。 

 (5) 産業観光に関すること。 

 (6) 観光宣伝及び誘客に関する

こと。 

 (7) 観光関係諸団体に関するこ

と。 

 (8) 課の庶務に関すること。 

   企画係  

(1) 観光振興の調査研究及び施

策の企画立案に関すること。 

 

(2) シティプロモーションに関  



すること。 

(3) 産業観光に関すること。  

(4) 観光関係諸団体に関するこ

と。 

 

(5) 地場産品に関すること。  

(6) 三重北勢地域地場産業振興

センターとの連絡に関するこ

と。 

 

(7) 課の庶務に関すること。  

   事業係  

(1) まつり、花火大会等観光事

業の実施に関すること。 

 

(2) 観光資源の創出及び振興に

関すること。 

 

(3) 宮妻峡ヒュッテに関するこ

と。 

 

(4) レジャー施設に関するこ

と。 

 

 工業振興課 

 (1) 工業動向の調査研究及び施

策の企画立案に関すること。 

 (2) 企業及び研究所の誘致及び

立地に関すること。 

 (3) 新規産業の創出に関するこ

と。 

 (4) 工業振興のための経営相談

に関すること。 

 (5) 工業の近代化及び高度化に

関すること。 

 (6) 工業関係諸団体に関するこ

と。 

 (7) 中小企業の情報化に関する



こと。 

 (8) 中小企業振興基金に関する

こと。 

 (9) 地場産業の振興及び育成に

関すること。 

 (10) 貿易関係諸団体に関するこ

と。 

 (11) 物産関係諸団体に関するこ

と。 

 (12) 三重北勢地域地場産業振興

センターとの連絡に関するこ

と。 

 (13) 産業基盤整備推進室に関す

ること。 

 (14) 鈴鹿山麓リサーチパークに

関すること。 

 (15) 課の庶務に関すること。 

農水振興課 （略） 農水振興課 （略） 

けいりん事業課 （略） けいりん事業課 （略） 

環境部 環境部 

環境保全課 （略） 環境保全課 （略） 

生活環境課 生活環境課 

管理係 管理係 

(1)から(5)まで （略） (1)から(5)まで （略） 

(6) し尿処理施設の運営管理に

関すること。 

(6) し尿処理施設の維持管理及

び修繕に関すること。 

(7)から(10)まで （略） (7)から(10)まで （略） 

 (11) 北部清掃事業所、南部清掃

事業所、南部埋立処分場、北

部清掃工場及び楠衛生センタ

ーに関すること。 

 (12) 北部清掃工場及び南部埋立



処分場の周辺環境の整備に係

る設計及び工事施行に関する

こと。 

 (13) 主管工事の監督及び竣工検

査に関すること。 

 (14) 主管工事に係る用地の取得

及び補償に関すること。 

(11) （略） (15) （略） 

   施設係  

(1) ごみ及びし尿処理施設、斎

場墓地等の維持管理並びに修

繕に関すること。 

 

(2) ごみ及びし尿処理施設、斎

場墓地等の整備計画並びに用

地取得に関すること。 

 

(3) 四日市市クリーンセンター

及び南部埋立処分場の周辺環

境整備に関すること。 

 

(4) 犬猫等動物の死体処理の受

付に関すること。 

 

(5) 犬猫等動物の死体処理料の

調定及び徴収に関すること。 

 

(6) 資源物の売却等に関するこ

と。 

 

リサイクル係 リサイクル係 

(1)から(4)まで （略） (1)から(4)まで （略） 

(5) 南北清掃事業所との連絡調

整に関すること。 

(5) 南北清掃事業所、北部清掃

工場、南部埋立処分場及び楠

衛生センターとの連絡調整に

関すること。 

(6)から(8)まで （略） (6)から(8)まで （略） 

 新ごみ処理施設整備課 



 (1) 新総合ごみ処理施設の計画

に関すること。 

 (2) 新総合ごみ処理施設の設計

及び工事施行に関すること。 

 (3) 新総合ごみ処理施設周辺の

環境整備に係る設計及び工事

施行に関すること。 

 (4) 主管工事の監督及び竣工検

査に関すること。 

 (5) 主管工事に係る財産の取得

及び管理に関すること。 

 (6) 課の庶務に関すること。 

都市整備部 都市整備部 

都市計画課 （略） 都市計画課 （略） 

建築指導課 （略） 建築指導課 （略） 

開発審査課 （略） 開発審査課 （略） 

道路整備課 道路整備課 

企画・建設係 企画・建設係 

(1)から(4)まで （略） (1)から(4)まで （略） 

(5) 課の庶務に関すること。  

改良係 改良係 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 道路の拡幅及び改良に関す

ること。 

(2) 踏切改良事業の設計及び施行に関す

ること。 

(3) （略） (3) （略） 

 (4) 課の庶務に関すること。 

維持第１係 維持係 

維持第２係  

(1)から(6)まで （略） (1)から(6)まで （略） 

市街地整備・公園課 （略） 市街地整備・公園課 （略） 

河川排水課 （略） 河川排水課 （略） 

道路管理課 （略） 道路管理課 （略） 



用地課 （略） 用地課 （略） 

営繕工務課 （略） 営繕工務課 （略） 

市営住宅課 （略） 市営住宅課 （略） 

 

 （四日市市事務専決規程の一部改正） 

第２条 四日市市事務専決規程（昭和３５年四日市市訓令甲第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 

別表第１（第５条関係） 

共通事項 

〔１〕 一般的な事項 

事項 市長 専決区分 備考 

副市長 部長 課長 

 （略） 

７ 行政不服審査法（平

成２６年法律第６８

号）等に基づく次の事

務 

     

(1) 審理員の指名に関

すること。 

  ○   

(2) 四日市市行政不服

審査会への諮問に関

すること。 

  ○   

(3) 裁決に関するこ

と。 

  ○   

 （略） 

１１ 四日市市個人情報

保護条例(平成１１年四

日市市条例第２５号)に

基づく次の事務 

     

http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


(1) （略） 

 (2) 四日市市情報公

開・個人情報保護審

査会への諮問に関す

ること。 

  ○   

(3) （略） 

 （略） 

２０ 四日市市情報公開

条例(平成１２年四日市

市条例第６３号)に基づ

く次の事務 

     

 (1) 四日市市情報公

開・個人情報保護審

査会への諮問に関す

ること。 

  ○   

(2) （略） 

 （略） 
 

〔２〕 人事に関する事項 

事項 市長 専決区分 備考 

副市長 部長 課長 

 （略） 

５ 市外、市内出張命

令及び復命 

副市長 部長、理

事及び危

機管理監 

部の次

長、広報

監、人権

行政監、

検査監、

保健所

長、保健

所副所

長、廃棄

物対策

その他の職員

（地域調整

監、事業調整

監、法務専門

監及び副参事

を含む。） 
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監、治水

対策監、

参事、課

長、地区

市民セン

ター館

長、同和

行政推進

監及び政

策推進監 

 （略） 

７ 職員の休暇（組合

休暇及び特別休暇の

うち別に定めるもの

を除く。）及び早退

等の承認又は欠勤の

届の受理 

 部長、理

事及び危

機管理監 

部の次

長、広報

監、人権

行政監、

検査監、

保健所

長、保健

所副所

長、廃棄

物対策

監、治水

対策監、

参事、課

長、地区

市民セン

ター館

長、同和

行政推進

監及び政

策推進監 

その他の職員

（地域調整

監、事業調整

監、法務専門

監及び副参事

を含む。） 

 



 （略） 
 

〔３〕 財務に関する事項 

 （略） 
 

 

 

改正前 

別表第１（第５条関係） 

共通事項 

〔１〕 一般的な事項 

事項 市長 専決区分 備考 

副市長 部長 課長 

 （略） 

７ 不服申立てに関する

こと。 

特に重要 重要 軽易   

 （略） 

１１ 四日市市個人情報

保護条例(平成１１年四

日市市条例第２５号)に

基づく次の事務 

     

(1) （略） 

 (2) 四日市市個人情報

保護審議会への諮問

に関すること。 

  ○   

(3) （略） 

 （略） 

２０ 四日市市情報公開

条例(平成１２年四日市

市条例第６３号)に基づ

く次の事務 

     

 (1) 四日市市情報公開

審査会への諮問に関

  ○   
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すること。 

(2) （略） 

 （略） 
 

〔２〕 人事に関する事項 

事項 市長 専決区分 備考 

副市長 部長 課長 

 （略） 

５ 市外、市内出張命

令及び復命 

副市長 部長、理

事及び危

機管理監 

部の次

長、広報

監、人権

行政監、

検査監、

保健所

長、保健

所副所

長、廃棄

物対策

監、治水

対策監、

参事、課

長、地区

市民セン

ター館

長、同和

行政推進

監及び政

策推進監 

その他の職員

（地域調整

監、事業調整

監及び副参事

を含む。） 

 

 （略） 

７ 職員の休暇（組合

休暇及び特別休暇の

うち別に定めるもの

 部長、理

事及び危

機管理監 

部の次

長、広報

監、人権

その他の職員

（地域調整

監、事業調整

 



を除く。）及び早退

等の承認又は欠勤の

届の受理 

行政監、

検査監、

保健所

長、保健

所副所

長、廃棄

物対策

監、治水

対策監、

参事、課

長、地区

市民セン

ター館

長、同和

行政推進

監及び政

策推進監 

監及び副参事

を含む。） 

 （略） 
 

〔３〕 財務に関する事項 

 （略） 
 

 

 

改正後 

別表第２（第５条関係） 

個別事項 

事項 市長 専決区分 備考 

副市長 部長 課長 

 （略） 

〔総務部〕      

○総務課      

１から８まで （略） 



９ 行政不服審査会の運

営に関すること。 

  重要 軽易  

１０ （略） 

１１ （略） 

１２ （略） 

１３ （略） 

○人事課 （略） 

○調達契約課 （略） 

○検査室 （略） 

○IT推進課 （略） 

○人権・同和政策課 （略） 

○人権センター （略） 

 （略） 

〔市民文化部〕      

○市民生活課      

１ （略） 

２ 四日市市自治会連合

会に関すること。 

  重要 軽易  

３ 地縁団体の認可に関

すること。 

 重要 軽易   

４ （略） 

５ 地区市民センター行

事の報告の処理 

  重要 軽易  

６ （略）      

７ （略）   ○   

８ （略）   ○   

９ （略）   ○   

１０ （略） 

○市民協働安全課      

１ 市民協働及び市民活

動の推進に関するこ

  重要 軽易  



と。 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ 四日市市客引き行為

等の防止に関する条例

（平成２７年四日市市

条例第４３号）の規定

に違反する行為に対す

る勧告、中止命令等に

関すること。 

  重要 軽易  

６ 所管施設の臨時休館

又は開館時間の変更の

決定 

  ○   

○文化振興課      

１及び２ （略） 

３ 所管施設の臨時休館

又は開館時間の変更の

決定 

  ○   

○市民課 （略） 

 （略） 

〔商工農水部〕      

○商工課      

１ 商工業者及び団体の

指導育成 

  重要 軽易  

２ 商工業関係者の表彰   ○   

３ 企業立地に関するこ

と。 

特に重要 重要 軽易 定例的か

つ軽易 

 

４ 立地奨励金交付対象

施設の指定に関するこ

と。 

 ○    



５ 立地奨励金交付対象

施設に係る投下固定資

産総額の変更の届出に

関すること。 

 立地奨励

金の交付

予定総額

の変更が

１，００

０万円以

上の場合 

立地奨励

金の交付

予定総額

の変更が

１，００

０万円未

満の場合 

  

６ 立地奨励金交付対象

施設の操業開始の届出

に関すること。 

  ○   

７ 立地奨励金交付対象

施設の指定及び立地奨

励金の交付に係る申請

の内容（投下固定資産

総額を除く。）の変更

の届出に関すること。 

  ○   

８ 工場立地法（昭和３

４年法律第２４号）に

基づく工場適地の選定 

○     

９ 工場立地法に基づく

勧告及び命令 

  ○   

１０ 工場立地法に基づ

く届出に関すること。 

   ○  

１１ 工業者及び団体の

指導育成 

  重要 軽易  

○農水振興課 （略） 

○けいりん事業課 （略） 

 （略） 
 

 

 

改正前 



別表第２（第５条関係） 

個別事項 

事項 市長 専決区分 備考 

副市長 部長 課長 

 （略） 

〔総務部〕      

○総務課      

１から８まで （略） 

９ （略） 

１０ （略） 

１１ （略） 

１２ （略） 

○人事課 （略） 

○調達契約課 （略） 

○検査室 （略） 

○IT推進課 （略） 

○人権・同和政策課 （略） 

○人権センター （略） 

 （略） 

〔市民文化部〕      

○市民生活課      

１ （略） 

２ 四日市市自治会連合

会に関すること。 

  ○   

３ 自治会長大会の連絡

調整 

   ○  

４ （略） 

５ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 



９ 簡易な地区市民セン

ター行事の報告の処理 

  ○   

１０ （略） 

○市民協働安全課      

１ 地縁団体の認可に関

すること。 

 重要 軽易   

２ 市民活動団体に関す

ること。 

  重要 軽易  

３ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

○文化振興課      

１ 文化功労者表彰の決

定に関すること。 

 ○    

２ 文化団体に関するこ

と。 

  重要 軽易  

３ 後援名義等に関する

こと。 

  重要 軽易  

○市民課 （略） 

 （略） 

〔商工農水部〕      

○商業勤労課      

１ 商工業者及び団体の

指導育成 

  重要 軽易  

２ 商工業関係者の表彰   ○   

○工業振興課      

１ 企業立地に関するこ

と。 

特に重要 重要 軽易 定例的か

つ軽易 

 

２ 立地奨励金交付対象

施設の指定に関するこ

と。 

 ○    



３ 立地奨励金交付対象

施設に係る投下固定資

産総額の変更の届出に

関すること。 

 立地奨励

金の交付

予定総額

の変更が

１，００

０万円以

上の場合 

立地奨励

金の交付

予定総額

の変更が

１，００

０万円未

満の場合 

  

４ 立地奨励金交付対象

施設の操業開始の届出

に関すること。 

  ○   

５ 立地奨励金交付対象

施設の指定及び立地奨

励金の交付に係る申請

の内容（投下固定資産

総額を除く。）の変更

の届出に関すること。 

  ○   

６ 工場立地法（昭和３

４年法律第２４号）に

基づく工場適地の選定 

○     

７ 工場立地法に基づく

勧告及び命令 

  ○   

８ 工場立地法に基づく

届出に関すること。 

   ○  

９ 工業者及び団体の指

導育成 

  重要 軽易  

○農水振興課 （略） 

○けいりん事業課 （略） 

 （略） 
 

 

 

（四日市市職員安全衛生管理規程の一部改正） 



第３条 四日市市職員安全衛生管理規程（昭和６２年四日市市訓令第７号）の一部を

次のように改正する。 

 

改正後 

別表第１（第２３条関係） 

健康診断項目 

種類 対象者 検査項目 回数 備考 

 （略） 

特別健康診断     

(1) （略） 

(2) （略）     

(3) B・C型肝炎

検診 

保健師及び

保健所並び

に北部・南

部清掃事業

所の該当職

員 

ア 業務歴、既往歴の調査 

イ 自・他覚症状の有無の

検査 

ウ HBs抗原抗体検査 

エ HCV抗体検査 

年１回  

(4) 清掃業務従

事者検診 

北部・南部

清掃事業所

職員 

ア 業務歴、既往歴の調査 

イ 自・他覚症状の有無の

検査 

ウ 腰椎基本診断 

エ 腰部X線撮影（直接） 

随時  

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 保育士 （４）のア～エ 随時  



幼稚園教諭 （１２）のウ、オ～キ 

小中学校障

害児学級介

助員 

 

(14) （略） 

(15) （略） 
 

 

 

改正前 

別表第１（第２３条関係） 

健康診断項目 

種類 対象者 検査項目 回数 備考 

 （略） 

特別健康診断     

(1) 深夜業務従

事者検診 

北部清掃工

場の該当職

員 

ア 業務歴、既往歴の調査 

イ 自・他覚症状の有無の

検査 

ウ 身長、体重、視力の検

査 

エ 血圧測定 

オ 尿検査（蛋白・糖・ウ

ロビリノーゲン） 

清掃工場職員について

は、次の項目を追加す

る。 

カ 肺気量分画測定検査 

キ 呼吸抵抗検査 

定期健康

診断のほ

かに年１

回 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) B・C型肝炎

検診 

保健師及び

保健所、北

ア 業務歴、既往歴の調査 

イ 自・他覚症状の有無の

年１回  



部・南部清

掃事業所並

びに南部埋

立処分場の

該当職員 

検査 

ウ HBs抗原抗体検査 

エ HCV抗体検査 

(5) 清掃業務従

事者検診 

北部・南部

清掃事業

所、北部清

掃工場及び

南部埋立処

分場職員 

ア 業務歴、既往歴の調査 

イ 自・他覚症状の有無の

検査 

ウ 腰椎基本診断 

エ 腰部X線撮影（直接） 

随時  

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

(14) 保育業務従

事者検診 

保育士 （５）のア～エ 随時  

幼稚園教諭 （１３）のウ、オ～キ 

小中学校障

害児学級介

助員 

 

(15) （略） 

(16) （略） 
 

 

 

（四日市市清掃事業所処務規程の一部改正） 

第４条 四日市市清掃事業所処務規程（昭和４４年四日市市訓令甲第２号）の一部を

次のように改正する。 



 

改正後 改正前 

（係の設置） （係の設置） 

第３条 清掃事業所に次の係を置く。 第３条 清掃事業所（南部埋立処分場を

除く。）に次の係を置く。 

作業係 作業係 

  

（事務分掌） （事務分掌） 

第４条 清掃事業所の分掌する事務は、

次のとおりとする。 

第４条 清掃事業所の分掌する事務は、

次のとおりとする。 

(1) 一般廃棄物の収集及び運搬に関す

ること。 

(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び最終

処分に関すること。 

 (2) 一般廃棄物最終処分施設の管理及

び運営に関すること。 

(2) （略） (3) （略） 

(3) （略） (4) （略） 

(4) （略） (5) （略） 

(5) （略） (6) （略） 

(6) （略） (7) （略） 

  

（職員） （職員） 

第５条 清掃事業所に所長、係長その他

の職員を置く。 

第５条 清掃事業所に所（場）長、係長

（南部埋立処分場を除く。）その他の

職員を置く。 

 ２ 前項に定めるもののほか、南部埋立

処分場に副場長を置くことができる。 

  

（所長等の職責） （所（場）長等の職責） 

第６条 所長は、上司の命を受けて清掃

事業所の事務を掌理し、所属職員を指

揮監督する。 

第６条 所（場）長は、上司の命を受け

て清掃事業所の事務を掌理し、所属職

員を指揮監督する。 



 ２ 副場長は場長を補佐し、場長に事故

あるときはその職務を代行する。 

２ 係長は所長を補佐し、所長に事故あ

るときはその職務を代行する。 

３ 係長は所（場）長を補佐し、所

（場）長に事故あるときはその職務を

代行する。 

  

（専決事項） （専決事項） 

第７条 所長は、次の各号に掲げる事項

を専決することができる。ただし、異

例若しくは重要と認められるものにつ

いては、上司の決裁を受けるものとす

る。 

第７条 所（場）長は、次の各号に掲げ

る事項を専決することができる。ただ

し、異例若しくは重要と認められるも

のについては、上司の決裁を受けるも

のとする。 

(1)から(4)まで （略） (1)から(4)まで （略） 

  

（日誌） （日誌） 

第８条 所長は日誌を備え、毎日執務の

概要その他必要と認める事項を記入

し、特別な場合を除くほか、１月ごと

に上司に供覧するものとする。 

第８条 所（場）長は日誌を備え、毎日

執務の概要その他必要と認める事項を

記入し、特別な場合を除くほか、１０

日ごとに上司に供覧するものとする。 

  

（事故発生の場合） （事故発生の場合） 

第９条 災害発生その他の事故が発生し

たときは所長は必要に応じて、適切な

措置をとるものとする。 

第９条 災害発生その他の事故が発生し

たときは所（場）長は必要に応じて、

適切な措置をとるものとする。 

  

（防災計画の作成等） （防災計画の作成等） 

第１０条 所長は、清掃事業所に係る防

災計画の作成その他防災上必要な管理

を行うものとする。 

第１０条 所（場）長は、清掃事業所に

係る防災計画の作成その他防災上必要

な管理を行うものとする。 

 

 （四日市市北部清掃工場処務規程の廃止） 

第５条 四日市市北部清掃工場処務規程（昭和４８年四日市市訓令甲第４号）は、廃



止する。 

 

（四日市市楠衛生センター処務規程の廃止） 

第６条 四日市市楠衛生センター処務規程（平成１７年四日市市訓令第８号）は、廃

止する。 

 

（四日市市会計管理室処務規程の一部改正） 

第７条 四日市市会計管理室処務規程（昭和３９年四日市市訓令甲第５号）の一部を

次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（分掌事務） （分掌事務） 

第２条 四日市市会計管理者の補助組織

設置規則（昭和３９年四日市市規則第

１３号）第１条第２項の各係の分掌す

る事務は、おおむね次のとおりとす

る。 

第２条 四日市市会計管理者の補助組織

設置規則（昭和３９年四日市市規則第

１３号）第１条第２項の各係の分掌す

る事務は、おおむね次のとおりとす

る。 

出納係 出納係 

(1)から(7)まで （略） (1)から(7)まで （略） 

(8) 用品（全庁共通の事務用品等に

限る。）の選定に関すること。 

(8) 用品の選定に関すること。 

(9) （略） (9) （略） 

(10) 係の所管事務に係る会計実地検

査の実施及び自己検査の確認に関

すること。 

(10) 税務署への源泉所得税の払込み

に関すること。 

(11) （略） (11) （略） 

審査係 審査係 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 係の所管事務に係る会計実地検

査の実施及び自己検査の確認に関

すること。 

(3) 会計実地検査の実施及び自己検

査の確認に関すること。 



(4) 定期支払システムに関するこ

と。 

(4) 定期支払に関すること。 

(5) 税務署への源泉所得税の払込み

に関すること。 

 

 

（四日市市消防長専決規程の一部改正） 

第８条 四日市市消防長専決規程（昭和５９年四日市市訓令第２７号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（専決事項） （専決事項） 

第２条 消防長の専決事項は、次に掲げ

るもののほか、四日市市事務専決規程

（昭和３５年四日市市訓令甲第７号）

別表第１に定める部長専決区分に掲げ

る事項とする。 

第２条 消防長の専決事項は、次に掲げ

るもののほか、四日市市事務専決規程

（昭和３５年四日市市訓令甲第７号）

別表第１に定める部長専決区分に掲げ

る事項とする。 

(1)から(8)まで （略） (1)から(8)まで （略） 

(9) 消防組織法（昭和２２年法律第２

２６号）第３９条第２項に基づく消

防相互応援協定による応援出動及び

応援要請に関すること。 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

（総務部総務課） 


